
別紙様式-16

 本工事は、茨城県常陸太田市松栄町地先において、台風１９号の影響による決壊被害を受けた
浅川(右岸0.6ｋ+42.0ｍ〜0.6ｋ+102.0ｍ付近)の堤防を拡幅し、越⽔時の法尻対策を⾏う工事です。

・整備効果
 堤防整備により治⽔安全度の向上を図り、堤防裏法尻をブロック等で補強し、越⽔時等に堤防
決壊に至る時間を少しでも伸ばします。

 本工事は、台風19号の影響による決壊被害を受けた箇所を本復旧する工事です。
堤防本体を拡幅し、川表側にコンクリートブロックを布設して覆土で補強し、川裏側に法尻対策
としてブロックを敷設して補強する工事です。

TEL：0295-52-0621

株式会社 梅原工務店
TEL：0294-74-2166

・事業概要

浅川松栄町地区堤防緊急本復旧工事説明書

事業の概要及び整備効果

Ｒ1浅川松栄町地区堤防緊急復旧工事

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

株式会社 梅原工務店

令和1年10⽉18⽇ 〜 令和2年 8⽉31⽇
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工   期

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 工務一課
TEL：029-240-4065

久慈川上流出張所

工 事 内 容

連 絡 先
発 注 者 受 注 者

（下流工区）

D.H.W.L

施
工
法
線

測
量
法
線

界
(仮杭)

界
(仮杭)

SPⅢ-11.0m

大型
土のう

8000

1:2
.0張芝

1:2
.0張芝

コンクリートブロック張

コンクリートブロック張

覆土(50cm）

遮水シート

基礎コンクリートB

基礎コンクリートA

張芝

2000

基礎コンクリートC

吸出防止材

4000
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別紙様式-16

 本工事は、茨城県常陸太田市松栄町地先において、台風１９号の影響による決壊被害を受けた
浅川(右岸1.2ｋ+134.0ｍ〜1.2ｋ+174.0ｍ付近)の堤防を拡幅し、越⽔時の法尻対策を⾏う工事で
す。

・整備効果
 堤防整備により治⽔安全度の向上を図り、堤防裏法尻をブロック等で補強し、越⽔時等に堤防
決壊に至る時間を少しでも伸ばします。

 本工事は、台風19号の影響による決壊被害を受けた箇所を本復旧する工事です。
堤防本体を拡幅し、川表側にコンクリートブロックを布設して覆土で補強し、川裏側に法尻対策
としてブロックを敷設して補強する工事です。

TEL：029-240-4065 TEL：0294-74-2166
久慈川上流出張所

TEL：0295-52-0621

工 事 内 容

連 絡 先
発 注 者 受 注 者

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 工務一課 株式会社 梅原工務店

・事業概要

浅川松栄町地区堤防緊急本復旧工事説明書
工 事 名 Ｒ1浅川松栄町地区堤防緊急復旧工事

発注者名 国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

受注者名 株式会社 梅原工務店

工   期 令和1年10⽉18⽇ 〜 令和2年 8⽉31⽇

事業の概要及び整備効果
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